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2026 年２月 10 日 

各 位 

会 社 名 三菱重工業株式会社 

代 表 者 取締役社長  伊藤 栄作 

 （コード番号 7011） 

上 場 取 引 所 東 名 福 札 

問 合 せ 責 任 者 ＩＲ・ＳＲ室長 荒川 義 

 （TEL：03 - 6275 - 6200） 

 

（開示事項の経過）会社分割（簡易吸収分割）による子会社への事業承継に係る 

吸収分割契約の締結及び当該子会社株式に係る株式譲渡契約の締結に関するお知らせ 

 

当社は、2025 年 11 月７日付「会社分割（簡易吸収分割）による子会社への事業承継及び当該子会

社の株式譲渡に係る基本合意書の締結に関するお知らせ」において公表していた、会社分割（簡易

吸収分割）（以下「本会社分割」といいます。）による、当社が営む国内の陸上風力発電設備に係

る事業（エンジニアリング及びアフターサービス事業を含む。但し、デンマークのヴェスタス社と

の合弁事業をはじめとする一部の継続事業は除く。）等（以下「対象事業」といいます。）を当社

が新たに完全子会社として設立した準備会社であるエムウインド株式会社（以下「新設会社」とい

います。）に承継させた上で、当社が保有する新設会社株式の全てを電源開発株式会社（コード番

号 9513）（以下「電源開発」といいます。）に譲渡する取引（以下「本株式譲渡」といい、本会社

分割と総称して「本取引」といいます。）について、本日付で、法的拘束力のある株式譲渡契約書

（以下「株式譲渡契約書」といいます。）を締結するとともに、本会社分割に係る吸収分割契約書

（以下「吸収分割契約書」といいます。）を締結いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、本会社分割は、当社の完全子会社に対象事業を承継させる簡易吸収分割であるため、開示

事項・内容を一部省略して開示しております。 

 

記 

 

１．本取引の目的 

当社は、1980 年代に国内で初めて大型風力発電タービンの製造事業を開始して以来、40 年以上に

わたり豊富な風車技術の知見を蓄積してきました。これまでに国内と北米を中心に、世界 11 ヵ国に

4,200 基のタービンを納入し、アフターサービスの提供等を通じて対象事業の発展に取り組んできま

した。 

昨今、世界的な脱炭素社会の実現に向けた動きが加速する中、当社が長年にわたり培ってきた対

象事業領域における経験及びノウハウを備えた人材の重要性は日本においても一層高まっていると

認識しております。 

今般、対象事業の中長期的なあり方を慎重に検討する中で、当社の貴重な人材を引き継ぎ、その

経験とノウハウを最大限活かして更なる事業成長を果たすことができるパートナーとして、対象事

業領域を主力事業の一つと位置づけ積極的拡大に取り組む電源開発を選定し、電源開発との間で協

議を進めてまいりましたが、本日付で、電源開発との間で株式譲渡契約書の締結及び新設会社との

間で吸収分割契約書の締結に至ったものです。 
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２．本会社分割の要旨 

（１）本会社分割及び本株式譲渡の日程 

本基本合意書締結日 2025 年 11 月７日 

新設会社の設立日 2025 年 12 月８日 

株式譲渡契約書及び吸収分割契約書締結日 2026 年２月 10 日 

本会社分割効力発生日 2026 年４月１日（予定） 

本株式譲渡実行日 2026 年４月１日（予定） 

（注１）本会社分割は、当社においては、会社法第 784 条第２項に定める簡易吸収分割の要件を満たし、

新設会社においては、会社法第 796 条第１項に定める略式吸収分割の要件を満たすため、それぞ

れの株主総会の承認を得ずに行う予定です。 

（注２）上記日程は、本取引に係る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、両社

間で協議の上、変更されることがあります。 

 

（２）本会社分割の方式 

当社を吸収分割会社とし、新設会社を吸収分割承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）です。 

 

（３）本会社分割に係る割当ての内容 

本会社分割は、当社が当社の完全子会社との間で行うものであるため、本会社分割による新設会

社から当社への株式その他の金銭等の交付は行いません。 

 

（４）本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社の発行する新株予約権に変更はありません。なお、当社は新株予約権付社債を発行しており

ません。 

 

（５）本会社分割により増減する資本金 

本会社分割による当社の資本金、資本準備金の増加は、いずれもありません。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

新設会社は、本会社分割の効力発生日において対象事業に係る資産、負債その他の権利義務のう

ち、吸収分割契約書において定めるものを承継します。本会社分割による分割会社から承継する債

務の承継については、全て免責的債務引受の方法によります。 

 

（７）債務履行の見込み 

本会社分割において、新設会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないと判断

しております。 
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３．本会社分割の当事会社の概要（承継会社については設立時点） 

  分割会社 承継会社（新設会社） 

(1） 名 称 三菱重工業株式会社 エムウインド株式会社 

(2） 所 在 地 
東京都千代田区丸の内三丁目２番
３号 

東京都港区芝五丁目 33 番 11 号 

(3） 代表者の役職・氏名 取締役社長 伊藤 栄作 代表取締役 有田 朗 

(4） 事 業 内 容 

エナジー、プラント・インフラ、
物流・冷熱・ドライブシステム、
航空・防衛・宇宙、その他事業に
係る製造等 

風力発電事業に関するエンジニ
アリング、風力発電所の建設・
保守工事及びそれらに附帯する
業務 

(5） 資 本 金 265,608 百万円 20 百万円 

(6） 設 立 年 月 日 1950 年１月 11 日 2025 年 12 月８日 

(7） 
発 行 済 株 式 数 

（2025 年９月 30 日現在） 
3,373,647,810 株 40,500 株 

(8） 決 算 期 ３月 31 日 ３月 31 日 

(9） 
大 株 主 及 び 
持 株 比 率 
（2025 年９月 30 日現在） 

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信
託口） 

15.37% 

三菱重工業株式会社 100% 

株式会社日本カスト
ディ銀行（信託口） 

5.08% 

THE BANK OF NEW YORK 
MELLON AS DEPOSITARY 
BANK FOR DEPOSITARY 
RECEIPT HOLDERS (常任
代理人 株式会社みずほ
銀行決済営業部) 

3.73% 

STATE STREET BANK AND 
TRUST COMPANY 505001 
（常任代理人 株式会社
みずほ銀行決済営業 
部） 

2.94% 

STATE STREET BANK WEST 
CLIENT – TREATY 505234
（常任代理人 株式会社
みずほ銀行決済営業部)  

1.91% 

(10) 最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態（注） 

決算期 
三菱重工業株式会社 

2023 年３月期 2024 年３月期 2025 年３月期 

資本合計 1,833,984 百万円 2,360,654 百万円 2,469,823 百万円 

資産合計 5,474,812 百万円 6,256,259 百万円 6,658,924 百万円 

１株当たり親会社所有者帰属持分 518 円 31 銭 667 円 86 銭 698 円 91 銭 

売上収益 4,202,797 百万円 4,657,147 百万円 5,027,176 百万円 

事業利益 193,324 百万円 282,541 百万円 383,198 百万円 

税引前利益 191,126 百万円 315,187 百万円 374,531 百万円 

親会社の所有者に帰属する当期利益 130,451 百万円 222,023 百万円 245,447 百万円 

基本的１株当たり当期利益 38 円 84 銭 66 円 07 銭 73 円 04 銭 

(注１) 当社は2024年４月１日付で、普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行いました。「１株

当たり親会社所有者帰属持分」「基本的１株当たり当期利益」については当該株式分割が 2022

年度の期首に行われたと仮定して算出しています。 
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(注２) 新設会社は2025年 12月８日付で設立された新会社であるため、開示すべき経営成績及び財政状

態はありません。 

 

４．対象事業の概要 

（１）事業内容 

 風力発電所の保守・運営、及び風力発電事業開発に伴うエンジニアリング 

 

（２）経営成績 

対象事業の直前事業年度（2025 年３月期）の売上高は 30 億円です。 

 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額 

資産合計 427 百万円 

負債合計 82 百万円 

（注）上記の金額は、2025 年３月 31 日現在の財政状態計算書を基準として算出しているため、実際に

承継される額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。 

 

５．本会社分割後の状況 

本会社分割後の当社及び新設会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び

決算期については、「３．本会社分割の当事会社の概要」に記載のとおりです。 

 

６．本株式譲渡の要旨 

（１）異動する新設会社の概要 

「３．本会社分割の当事会社の概要」をご参照ください。 

 

（２）本株式譲渡の相手先の概要（2025 年３月 31 日時点） 

名 称 電源開発株式会社 

所 在 地 東京都中央区銀座六丁目 15 番１号 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 社長執行役員 菅野 等 

事 業 内 容 電気事業等 

資 本 金 180,502 百万円 

設 立 年 月 日 1952 年９月 16 日 

連 結 純 資 産 1,463,502 百万円 

連 結 総 資 産 3,668,740 百万円 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 12.34% 

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 5.59% 

日本生命保険相互会社 5.00% 

J-POWER 従業員持株会 2.82% 

株式会社みずほ銀行 2.25% 
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当社と当該会社の関係 資 本 関 係 本日現在、当社は電源開発の株式

を 626,960 株（所有割合：0.34%）

所有しており、電源開発は当社株

式を 4,082,000 株（所有割合：

0.12%）所有しております。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 当社と当該会社の間には事業上の

取引関係があります。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

 

（３）譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の状況 

譲渡前の所有株式数 40,500 株（議決権所有割合：100.0%） 

譲渡株式数 40,500 株（議決権所有割合：100.0%） 

譲渡後の所有株式数 ０株（議決権所有割合：0.0%） 

（注）譲渡価額は当事者間の守秘義務により非開示とさせていただきます。 

 

（４）本株式譲渡の日程 

「２．本会社分割の要旨」の「（１）本会社分割及び本株式譲渡の日程」をご参照ください。 

 

７．今後の見通し 

本取引に伴う当社業績への影響は連結、個別ともに軽微です。 

 

以 上 


